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妨 害予 防請 求事件

訴訟物 の価額

貼用 印紙額

160万 円 (算 定不能 )

1万 3千 円

請求の趣 旨

1.被 告 は、別紙物件 目録記載 の区域 の うち、別紙 図面 の青線 で囲まれ た

範 囲の公有水 面 において、自己又 は第二者 を して原 告 に よる海 上 ボー リ

ング調 査 を含 む原 告 の公 有水 面 に対す る使 用 を妨 害 す る一切 の行 為 を

して はな らない。

2.訴 訟費用 は被告 の負担 とす る。

との判決 を求 める。

請求の原因

第 1 当事者

1 原告

原 告 は、発 電事業及 び小売電気事業等 を業 とす る会社 で あ り、 山 口

県熊 毛郡上 関町大字長 島において、上 関原子力発電所 (以 下 「発 電所 」

とい う。)の建設 を計画 してい る。

2 被告

被告 は、発 電所建設 に反対す る同町祝 島の島民 に よ り構成 され る権

利 能力 なき社 団であ り (甲 第 1号証 )、 代表者 として清水敏保 を定 めて

い る (甲 第 2号証 )。



第 2 原告の海 上ボー リング調査 に係 る妨害予防請求権

1 公有水 面埋立免許処分の経緯

原告 は、発 電所 を建設す るに当た り、平成 20年 6月 17日 、発

電所計画地点周辺地域 の うち、別紙物件 目録記載 の区域 を埋 立 てに

関す る工事 の施行 区域 (以 下 「埋 立工事施行 区域 」とい う。)と し、

そ の うち別 紙 図面 の赤線 で 囲 まれ た範 囲の公 有水 面 の埋 立 て を行

うこ とを内容 とす る公 有水 面埋立免 許願 書 を山 口県知 事 に提 出 し、

同年 10月 22日 、同知事 か ら公有水 面埋立免許処分 を受 けた (甲

第 3号証 、 甲第 4号証 )。 そ の後 、令 和 元年 6月 10日 、原 告 は、

工事竣功期 間伸長許 可 申請 書 を同知事 に提 出 し、 同年 7月 26日 、

同知 事 か ら工事 竣 功期 限 を令 和 5年 1月 6日 とす る同許 可処 分 を

受 けた (甲 第 5号証 、 甲第 6号証 )。 この こ とか ら、原 告 は現在 も

公有水 面埋 立権 を有 してい る。

なお、上記令和元年 6月 10日 付 けの工事竣功期 間伸長許 可 申請

にお いて は、発 電所敷 地 内の断層 の活動性評価 に万全 を期す た め、

埋 立 工事 に先 立 って埋 立 工事 施行 区域 内 にお い て海 上 ボー リン グ

調査 を実施す る旨を明記 し、当該調査 に要す る期 間 を工事竣功期 限

に織 り込 んでい る (甲 第 5号証 )。

2 公有水 面埋立権 等 に基 づ く妨害排除請求権 又は妨害 予防請求権

(1)平 成 22年 1月 18日 付 け仮処分決定 (山 口地裁岩 国支決 。平

成 22年 1月 18日  甲第 1号証 6～ 7頁  なお 、当該仮処分決

定 はそ の保 全異議審 、保全抗告審 、特別抗告審及び許 可抗告審 に

お いて も是認 され てい る。)に あ る とお り、公 有水 面 を支配 し管

理す る権能 は、本来 、国が これ を有す る ところ、公有水 面 の埋立

て を しよ うとす る者 は、国か ら委任 を受 けた都道府 県知事 か ら上
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記権能 に基づ く公有水 面埋 立免許 を付与 され るこ とに よって、一

定 の公有水 面 の埋 立て を排他 的 に行 い、土地 を造成 す るこ とので

き る地位 を取得す る (公 有水 面埋 立法 1～ 2条 )。 そ して、 この

者 は、上記 の地位 に基づ き、自己の負担 にお いて埋 立工事 を行 い、

工事 が竣功 した ときは、遅滞 な く竣功認 可 を申請 し、これ を受 け

た都道府 県知事 が竣功 を認 可 しこれ を告示す る と、原則 としてそ

の 日に当該埋立地 の所有権 を取得す る (同 法 22条 、 24条 )。

公有水 面埋立権 は、上記一連 の過程 を平穏 に進捗 させ 、当該埋

立権者 に埋 立地所有権 の終局的 な確保 を可能 な らしめるため、埋

立工事 の竣功 を妨害す る者 を排 除 し、あ るい はその よ うな妨 害行

為 を予 防す る権能 (妨 害排 除又 は妨害予防)を 当然 に内在 させ て

い るもの と解すべ きであ る。

また、公有水 面埋 立の免許 を受 けた者 は、公有水 面 の一定部分

を 占有 して埋立工事 を施行す る権能 を付与 され るのであ る (甲 第

7号証 178頁 )か ら、占有権 に基づ く保全 を請 求 で きるこ とは

明 らかであ る。

(2)原 告 が行 お うとしてい る海 上ボー リング調査 は、上記 1の とお

り公有水 面埋立免許 の 申請 手続 にお いて埋 立工事 に先 立 って実施

す る前提 で竣功期 限 を想定 してお り、埋 立 の 目的で ある原 子力発

電所 の建設 に必要不 可欠 な工程 で あって、それ が妨害 されれ ば上

記 (1)の 埋立工事 の一連 の過程 の進捗 が妨 げ られ るこ ととな る。

(3)本 件 の保全手続 (保全取消請求事件 )に お ける和解 条項 に 「本

件仮処分決定主文第 1項 の『 債権者 の同水 面 に対す る使 用』とは、

本件公 有水 面 にお ける地質 、水温、流況 その他 の項 目に関す る調

査・・ 0に 限 る」 (甲 第 8号証 )と あるの も、公有水面埋立免許 が

有効 で あ る中で、埋 立工事 の前段 階で行 う上記調査等 の行為 につ
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いて も妨害 を行 わない こ とを確認 した もので あ る。

(4)以 上 の こ とか ら、埋立工事施行 区域 において実施 す る海 上 ボー

リング調査 が妨 害 されれ ば妨害排 除請 求権 が生 じ、妨害 のお それ

が あれ ば妨 害予防請 求権 が生 ずる。

第 3 原告 による海上ボー リング調査 と被告 らによる妨害

1 原告 による海上ボー リング調査

原告 は、上記第 2の 1で 述べ た とお り、埋立工事 に先 立 って埋 立工

事施行 区域 内において海上 ボー リング調査 を行 うこ とと し (甲 第 5号

証 )、 令 和元年 11～ 12月 (計 13日 間 )、 令和 2年 11～ 12月 (計

8日 間)及 び令和 3年 6～ 7月 、 10月 (計 12日 間)に 海 上 ボー リ

ング調査 の実施 を試 みた。

2 被告 らによる妨害

被告 、その会員及 び第二者 (以 下 「被告 ら」 とい う。)は 、上記仮処

分決定 (山 口地裁岩 国支決・平成 22年 1月 18日  甲第 1号証 )に

よって、 自己又 は第二者 を して、埋 立工事施行 区域 内の公 有水 面 (以

下 「本件公有水 面」とい う。)に 対す る原告 の使用 を妨害す る一切 の行

為 を してはな らない とい う不作為義務 を負 い、その本件公 有水 面 に対

す る使 用 には原告 の地質等 に関す る調査 も含 まれ るこ とを上記和解 に

おいて確認 してい る (甲 第 8号証 )に もかかわ らず 、被 告 らは、原告

が海 上 ボー リング調査 の実施 を試 み よ うとす る度 に本件公有水 面 に船

舶 を進入 、停 泊 させ るな どして これ を妨 害 した こ とか ら (甲 第 9号証 )、

原告 は、令和元年 か ら令 和 3年の 3年 にわた り同調査 を実施す るこ と

が全 くで きなか った。
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第 4 結論

被 告 に よ り海 上 ボー リング調査 に対 して、上記仮 処分決 定お よび和解

に反 して妨害行為 が され てお り、原告 が今後海 上 ボー リング調査等 を実

施 しよ うとす る ときに被告 が妨害す るおそれ が極 めて高 い こ とか ら、原

告 は、公有水 面埋立権 に基づ き、また、 占有権 に基づ き、請 求 の趣 旨記

載 の とお りの判 決 を求 め るものである。
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1 物件 目録

2 図面

1 甲第 1号証

別 紙

証拠方法

平成 21年 (ヨ )第 13号 使 用妨害禁止仮 処分 申立事件

山 口地裁岩 国支決 0平成 22年 1月 18日

新 聞記事

公有水面埋立免許願 書 (抜 粋 )

免 許書

工事竣功期 間伸長許可 申請書 (抜 粋 )

許 可書

公有水面埋立実務便覧 (抜 粋 )

平成 24年 (モ )第 36号 保全取消請求事件

審尋調書 (第 10回 )(和解 )

新 聞記事

2 甲第

3 甲第

4 甲第

5 甲第

6 甲第

7 甲第

8 甲第

号証

号証

号証

号 証

号 証

号 証

号 証

2

3

4

5

6

7

8

9 甲第 9号証

1 訴状副本

2 甲号証 (写 し)

3 資格証 明書 (原 告 )

4 訴訟委任状

添付 書 類

1通

各 2通

1通

1通
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別 紙

物 件 目 録

1埋立てに関する工事の施行区域 (第 1区 )

位 置

熊毛郡上関町大宇長島事瀬水 877番 1、 同大字字庄正 806番及び 878番並びに

同大学字平野 879番 1地内並びに同大字字イワシ浜 2754番から同大字宇平野

2783番に至る土地の地先

区 域

別掲地点一覧記載の①の地点から④の地点までを順次結んだ線、④の地点と⑤

の地点を結ぶ満潮位における公有水面と陸地との境界線、⑤の地点から⑫の地点

までを順次結んだ線及び①の地点と⑫の地点を結ぶ満潮位における公有水面と

陸地との境界線に囲まれた区域

面 積

304,720.64m2

2埋立てに関する工事の施行区域 (第 2区 )

位 置

熊毛郡上関町大字長島字田子ノ浦 744番 1及び 2099番 1、 同大字字前田ノ浦

2100番 1、 2708番、2710番、2711番、2720番、2721番 1、 2721番 2及び 2722

・番、同大字字田ノ浦 749番 1か ら749番 3ま で、754番 、756番から759番まで、

760番 1、 760番 2、 762番、763番、769番 、771番から 773番まで、782番から

784番 まで、790番、795番、798番 1、 798番 4、 2723番、2724番、2726番、2727

番 1、 2727番 2、 2731番 、2733番 から 2736番まで、2739番及び 2740番 l、 同

大字字先田ノ浦 2748番 1、 同大字字田ノ浦 749番 3か ら同宇 757番までに沿接

する道路、同大字字前田ノ浦 2708番から同大字字田ノ浦 2727番 1ま でに沿接す

る町道田ノ浦線、同大字字前田ノ浦 2722番から同大字字田ノ浦 762番までに沿

接する道路、同字 2724番及び 2726番に沿接する町道四代～田の浦線並びに同字

784番に沿接する水路地内並びに同大字字田子ノ浦2095番 から同大字字現後 805

番に至る土地の地先

区 域

別掲地点一覧記載の⑬の地点から①の地点までを順次結んだ線、①の地点と⑬

の地点を結ぶ満潮位における公有水面と1_壺 地との境界線、⑬の地点から①の地



点までを順次結んだ線及び⑬の地点と①の地点を結ぶ満潮位における公有水面

と陸地との境界線に囲まれた区域

面 積

739,607=42ぽ

3埋立てに関する工事の施行区域 (第 3区 )

位 置

熊毛郡上関町大宇長島字田子ノ浦744番 1地内及び同大字字自浦 714番から同

大字字田子ノ浦 2095番に至る土地の地先

区 域

別掲地点一覧記載の①の地点、①の地点、⑭の地点、⑬の地点の各地点を順次

結んだ線、⑬の地点と②の地点を結ぶ満潮位における公有水面と陸地との境界

線、①の地点から①の地点までを順次結んだ線及び⑫の地点と①の地点を結ぶ

満潮位における公有水面と陸地との境界線に囲まれた区域

面 積

240,314.57ぽ

別掲 地点一覧

Fi姜毛椰上関町大字長島字鼻ぐりの鼻繰二等三角点を基準点とする。

(北緯 33度 47分 04.7333秒 ,東経 132度 01分 28,2551秒 )

①の地点 基準点から  34度 11分 46秒 1,412.47メ ー トルの地点

②の地点 ①の地点から 350度 59分 59秒  326=49メ ートルの地点

③の地点 ②の地点から 81度 00分 04秒  799、 94メ ートルの地点

①の地点 ③の地点から 171度 00分 03秒  404.54メ ートルの地点

⑤の地点 基準点から  47度 39分 21秒 1,815,37メ ートルの地点

⑥の地点 ⑤の地点から 170度 46分 05秒   3.35メ ートルの地点

①の地点 ⑥の地点から 212度 24分、31秒  24・ 27メ ートルの地点

③の地点 ⑦の地点から 243度 43分 55秒  166_96メ ートルの地点

⑨の地点 ③の地点から 262度 33分 16秒  38`48メ ートルの地点

⑩の地点 ⑨の地点から 287度 36分 24秒  96,25メ ートルの地点
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①の地点

⑫の地点

①の地点

①の地点

①の地点

①の地点

①の地点

⑬の地点

⑩の地点

④の地点

②の地点

②の地点

④の地点

②の地点

④の地点

④の地点

②の地点

②の地点

①の地点

①の地点

①の地点

①の地点

①の地点

①の地点

①の地点

①の地点

①の地点

①の地点

①の地点

①の地点

①の地点

⑫の地点

⑩の地点から

①の地点から

基準点から

⑬の地点から

⑭の地点から

⑮の地点から

①の地点から

基準点から

①の地点から

⑩の地点から

①の地点から

④の地点から

②の地点から

②の地点から

②の地点から

④の地点から

④の地点から

②の地点から

①の地点から

①の地点から

①の地点から

①の地点から

①の地点から

①の地点から

①の地点から

①の地点から

①の地点から

①の地点から

①の地点から

①の地点から

①の地点から

基準点から

351度 00分 43秒   4,41メ ー トルの地点

350度 59分 58秒   3,41メ ー トルの地点

77度 53分 26秒 1,129172メ ー トルの地点

180度 00分 01秒  293,16メ ーートルの地点

268度 00分 36秒  427.62メ ー トルの地点

306度 00分 01秒  358,77メ ー トルの地点

355度 27分 13秒  840。 11メ ー トルの地点

37度 38分 01秒 1,125,60メ ー トルの地点

95度 24分 02秒  177165メ ー トルの地点

13度 51分 30秒  25131メ ー トルの地点

0度 00分 00秒  31.26メ ー トルの地点

89度 59分 12秒  ・21.56メ ー トルの地点

179度 58分 31秒  23.29メ ー トルの地点

167度 46分 59秒  30.67メ ー トルの地点

51度 21分 20秒  103,64メ ー トルの地点

56度 19分 46秒   39.22メ ー トルの地点

42度 09分 51秒  4生 64メ ー トルの地点

54度 12分 57秒  3帆 68メ ー トルの地点

115度 26分 29秒  114.49メ ー トルの地点

146度 37分 56秒  82.71メ ー トルの地点

80度 01分 09秒  23ぅ 07メ ー トルの地点

223度 52分 48秒  91.64メ ー トルの地点

231度 29分 23秒  29,93メ ー トルの地点

203度 16分 51秒  25.43メ ー トルの地点

220度 27分 05秒  44.61メ ー トルの地点

172度 50分 23秒   84.72メ ー トルの地点

167度 32分 09秒  27.37メ ー トルの地点

153度 20分 22秒  131。 10メ ー トルの地点

204度 27分 52秒  293,69メ ー トルの地点

270度 00分 00秒  18さ llメ ー トルの地点

270度 00分 00秒   0,42メ ー トルの地点

68度 47分 14秒  1,705:79メ ー トルの地点

3



①の地点

①の地点

①の地点

①の地点

0の地点

①の地点から

基準点から

⑭の地点から

①の地点から

①の地点から

180度 00分 06秒

75度 22分 09秒

18度 18分 04秒

90度100分 25秒

151度 17分 55秒

656′ 50メ ー トルの地点

1,272.58メ ー トルの地点

76,84メ ー トルの地点

40,50メ ー トルの地点

43.81メ ー トルの地点
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